
記録映像製作業務共通仕様書 

 

第１条（適用範囲） 

この仕様書は近畿農政局土地改良技術事務所が企画する記録映像撮影又は製作に係る業務（以下「業

務」という。）に適用する。 

２. 特別仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。 

 

第２条（用語の定義） 

指示、承認、協議とは次の定義による。 

(1) 指示とは、発注者の発議により、監督職員が受注者に対し監督職員の所掌事務に関する方針、基

準、計画など示して実施させることをいう。 

(2) 承認とは、受注者の発議により、発注者の監督職員に報告し、監督職員が了解することをいう。 

(3) 協議とは、監督職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 

 

第３条（疑義） 

受注者は、業務実施に当たり、仕様書及び構成内容等に疑義を生じた場合は監督職員の指示を受けな

ければならない。 

 

第４条（業務計画） 

受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。 

２. 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。  

(1) 業務場所                      (2）業務内容及び方法 

(3）業務工程                     （4）業務組織計画 

(5）打合せ計画                    (6）成果物の内容等 

(7）連絡体制（緊急時含む）        (8) 使用する主な機器 

（9）その他 

３. 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督職

員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

４. 受注者は、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなけれ

ばならない。 

  

第５条（貸与品） 

発注者は、受注者に対し本業務に必要な資料を貸与するものとする。 

２. 受注者は、発注者から受けた貸与品については、その受払状況を記録した帳簿を備えつけるととも

に、善良な管理のもとで使用しなければならない。 

３. 業務が完了した時は、速やかに返納するものとする。 

 

第６条（業務確認） 

受注者は、主要な業務の区切り目等において、監督職員の指示した箇所については、監督職員の承認

を得なければ次の作業を進めてはならない。 



 

第７条（業務管理） 

受注者は、業務実施に当たり関係法規を遵守し、常に善良なる管理を行わなければならない。 

２. 航空撮影、高所撮影、工事現場撮影等危険な条件のもとで業務を遂行する場合は、事故等に万全を

期さなければならない。 

 

第８条（土地及び施設の使用）   

受注者は、業務実施に当たり、必要な土地及び施設等の使用、その他必要な費用は、受注者の負担に

おいて処置しなければならない。 

２. 公有又は私有の土地等に立入る場合は、関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

３. 受注者は、住宅又は、垣、柵等で囲まれた土地に立入る場合は、あらかじめ占有者に許可を得なけ

ればならない。 

ただし、占有者に対しあらかじめ許可を得ることが困難であるときは占有者に迷惑をおよぼさない

よう十分注意して立入るものとし、この場合においては遅滞なくこの旨を占有者に通知しなければな

らない。 

 

第９条（官公庁その他への手続等） 

受注者は、業務実施のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは監督職員と打合せのうえ、迅 

速に処理しなければならない。 

２. 受注者は、関係官公庁その他に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨

を監督職員に申し出て協議するものとする。 

 

第10条（撮影） 

受注者は、撮影日時、場所、方法等の詳細な事項について調査し、必要に応じ監督職員と協議するも 

のとする。 

２. 撮影は、シナリオの構成に基づいてその内容を適宜かつ効果的に表現できるような撮影時期、撮影

方法及び演出方法等撮影内容を充分考慮し、また鮮明な美しい画面を得るため天候状態、照明方法等

についても考慮しなければならない。 

３. 撮影機はデジタルビデオカメラ（ＨＤカム用）及びＵＡＶとする。 

 

第11条（編集） 

編集が完了した時は試写等を行い、内容を協議するものとする。 

 

第12条（成果物） 

成果物は特別仕様書に記載した内容のものでなければならない。 

２. 成果物は、発注者の承認を受けずに他に公表・貸与又は使用してはならない。 

 

第13条（検査） 

受注者は、完了検査を受ける場合あらかじめ成果物ならびに関係資料等を備えておくものとし、業務



責任者が立会のうえ検査を受けなければならない。 

 

第14条（履行報告） 

受注者は契約書第15 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならな 

い。 

 

第15条 保険加入の義務 

  受注者は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）、 

 健康保険法（大正11年法律第70号）及び厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）の規定により、雇

用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 

 

 


